
寒 川 町 町 税 及 び 公 課 に 係 る 徴 収 事 務 の 一 元 化 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(定 義 ) (定 義 ) 

第 2条  こ の 訓 令 に お い て 、次 の 各 号 に 掲

げ る 用 語 の 意 義 は 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 2条  こ の 訓 令 に お い て 、次 の 各 号 に 掲

げ る 用 語 の 意 義 は 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) （ 略 ）  (1) （ 略 ）  

(2) 公 課  国 民 健 康 保 険 料 、 後 期 高 齢

者 医 療 保 険 料 、介 護 保 険 料 及 び 保 育 園

保 育 料 を い う 。  

(2) 公 課  国 民 健 康 保 険 料 、 後 期 高 齢

者 医 療 保 険 料 、介 護 保 険 料 及 び 保 育 所

保 育 料 を い う 。  

(3)・ (4) （ 略 ）  (3)・ (4) （ 略 ）  

(移 管 基 準 ) (移 管 基 準 ) 

第 3条  移 管 滞 納 者 と す る 基 準 は 、過 年 度

分 に 係 る 公 課 に 滞 納 が あ る 者 で あ っ て 、

か つ 、当 該 公 課 の 現 年 度 分 に 滞 納 が な い

者 と す る 。  

第 3条  移 管 滞 納 者 と す る 基 準 は 、公 課 に

つ い て 納 期 限 ま で に 完 納 せ ず 、督 促 状 が

発 付 さ れ た 者                        

   と す る 。  

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 の い ず れ

か に 該 当 す る 者 を 移 管 滞 納 者 と す る こ

と が で き る 。  

(1) 町 税 及 び 公 課 に 関 し 、 複 数 の 滞 納

が あ る 者 で あ っ て 、収 納 対 策 課 で 当 該

者 に 係 る 徴 収 事 務 を 行 う こ と が 効 率

的 か つ 効 果 的 で あ る と 収 納 対 策 課 長

が 認 め る も の  

(2) 資 力 が あ る に も か か わ ら ず 、 再 三

の 催 告 に 応 じ な い 等 の 意 図 的 に 滞 納

す る 者  

(3) そ の 他 収 納 対 策 課 に お い て 徴 収 事

務 を 行 う こ と が 適 当 で あ る と 収 納 対

策 課 長 が 認 め る 者  

（ 削 る ）  

3  前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 公 課 所 管

課 に お い て 徴 収 事 務 を 行 う 必 要 が あ る

と 当 該 公 課 所 管 課 長 が 認 め る 滞 納 者 に

つ い て は 、移 管 滞 納 者 と し な い こ と が で

き る 。  

2  前 項  の 規 定 に か か わ ら ず 、 公 課 所 管

課 に お い て 徴 収 事 務 を 行 う 必 要 が あ る

と 当 該 公 課 所 管 課 長 が 認 め る 滞 納 者 に

つ い て は 、移 管 滞 納 者 と し な い こ と が で

き る 。  

(移 管 手 続 ) 

第 4条  公 課 所 管 課 長 は 、収 納 対 策 課 に 移

管 し よ う と す る 滞 納 者 に つ い て 移 管 予

定 滞 納 者 リ ス ト (第 1号 様 式 。以 下「 予 定

者 リ ス ト 」 と い う 。 )を 作 成 し 、 収 納 対

(移 管 手 続 ) 

第 4条  公 課 所 管 課 長 は 、所 管 す る 公 課 の

滞 納 者 に 対 し て 発 付 す る 督 促 状 に 、当 該

公 課 の 徴 収 に つ い て は 収 納 対 策 課 で 所

管 す る 旨 を 記 す こ と に よ り 、滞 納 者 に 徴



策 課 及 び 他 の 公 課 所 管 課 に 提 供 す る 。  

2 収 納 対 策 課 長 及 び 公 課 所 管 課 長 は 、予

定 者 リ ス ト を 基 に 協 議 の 上 、移 管 予 定 滞

納 者 を 決 定 す る 。  

3 公 課 所 管 課 は 、前 項 の 移 管 予 定 滞 納 者

に 対 し 、徴 収 事 務 移 管 予 告 書 兼 納 付 催 告

書 (第 2号 様 式 )に よ り 納 付 期 日 を 指 定 の

上 、納 付 の 催 告 及 び 事 務 移 管 の 予 告 を 通

知 し な け れ ば な ら な い 。  

4 公 課 所 管 課 は 、移 管 予 定 滞 納 者 か ら 納

付 に 係 る 相 談 を 受 け た と き は 、予 定 者 リ

ス ト に よ り 他 の 公 課 の 有 無 を 確 認 し 、該

当 す る 公 課 所 管 課 と 連 絡 調 整 の 上 、納 付

指 導 を 行 う 。  

5  公 課 所 管 課 長 は 、 第 3項 に 規 定 す る 納

付 期 日 ま で に 納 付 又 は 納 付 相 談 が な い

移 管 予 定 滞 納 者 に つ い て 移 管 滞 納 者 リ

ス ト (第 3号 様 式 )を 作 成 し 、 当 該 滞 納 者

の 情 報 を 添 付 の 上 、収 納 対 策 課 に 移 管 す

る 。  

6 公 課 の 徴 収 事 務 の 移 管 は 、随 時 行 う こ

と が で き る 。  

収 事 務 を 移 管 し た こ と を 通 知 す る 。  

2 公 課 所 管 課 長 は 、所 管 す る 公 課 の 滞 納

者 に 係 る 徴 収 事 務 を 収 納 対 策 課 に 移 管

し よ う と す る と き は 、当 該 滞 納 者 の リ ス

ト を 収 納 対 策 課 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

(移 管 決 定 通 知 ) 

第 5条  収 納 対 策 課 は 、 前 条 第 5項 の 規 定

に よ り 移 管 を 受 け た と き は 、徴 収 事 務 移

管 決 定 通 知 書 (第 4号 様 式 )に よ り 移 管 滞

納 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 削 る ）  

(説 明 責 任 ) (説 明 責 任 ) 

第 6条  公 課 所 管 課 は 、所 管 に 係 る 公 課 の

徴 収 事 務 を 収 納 対 策 課 に 移 管 し た 場 合

で あ っ て も 、                        

    当 該 移 管 滞 納 者 に 対 す る 説 明 責 任

を 負 う も の と す る 。  

第 5条  公 課 所 管 課 は 、所 管 に 係 る 公 課 の

徴 収 事 務 を 収 納 対 策 課 に 移 管 し た 場 合

で あ っ て も 、徴 収 事 務 以 外 の 事 項 に つ い

て は 当 該 移 管 滞 納 者 に 対 す る 説 明 責 任

を 負 う も の と す る 。  

第 7条  （ 略 ）  第 6条  （ 略 ）  

(時 効 の 中 断 ) (時 効 の 中 断 ) 

第 8条  収 納 対 策 課 長 は 、滞 納 処 分 を 行 っ

た と き 又 は 時 効 の 中 断 の 事 由 が 生 じ た

と き は 、速 や か に 公 課 所 管 課 長 へ 関 係 書

類 を 添 付 の 上 、 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

第 7条  収 納 対 策 課 長 は 、差 押 え そ の 他 の

消 滅 時 効       の 中 断 の 事 由 が 生 じ た

と き は 、速 や か に 公 課 所 管 課 長 へ       

              通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

2  前 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 け た 公 課 （ 削 る ）  



所 管 課 長 は 、移 管 滞 納 者 の 公 課 に 係 る 時

効 の 中 断 処 理 を 行 う 。  

(徴 収 金 の 充 当 ) (徴 収 金 の 充 当 ) 

第 9条  徴 収 金 の 充 当 は 、地 方 税 法 (昭 和 2

5年 法 律 第 226号 )第 14条 の 規 定 に よ り 行

う 。た だ し 、移 管 滞 納 者 が 自 主 納 付 す る

場 合 で 、滞 納 が 複 数 あ る と き は 、移 管 滞

納 者 の 指 定 す る 順 に よ る 。  

第 8条  徴 収 金 の 充 当 は 、地 方 税 法 (昭 和 2

5年 法 律 第 226号 )第 14条 の 規 定 に よ り 行

う 。た だ し 、移 管 滞 納 者 が 自 主 納 付 す る

場 合 で 、滞 納 が 複 数 あ る と き は 、移 管 滞

納 者 の 指 定 す る 順 に よ る 。  

2 徴 収 金 の 充 当 に 係 る 手 続 は 、収 納 対 策

課 が 行 う 。  

2 徴 収 金 の 充 当 に 係 る 手 続 は 、収 納 対 策

課 が 行 う 。   

(収 納 確 認 ) 

第 10条  移 管 滞 納 者 に 係 る 公 課 の 収 納 確

認 は 、原 則 と し て 公 課 所 管 課 が 行 う も の

と し 、公 課 所 管 課 長 は 、公 課 の 収 納 を 確

認 し た と き は 、そ の 旨 を 速 や か に 収 納 対

策 課 長 に 報 告 す る 。  

（ 削 る ）  

(徴 収 事 務 の 完 了 及 び 返 還 ) (徴 収 事 務 の 終 了     ) 

第 1 1条           移 管 滞 納 者

に 係 る 徴 収 事 務 の 完 了 は 、当 該 移 管 滞 納

者 の 公 課 が 完 納 さ れ た と き 又 は 滞 納 処

分 の 停 止 を 行 っ た と き と す る 。  

第 9条  収 納 対 策 課 に お け る 移 管 滞 納 者

に 係 る 徴 収 事 務 の 終 了 は 、次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 し た と き                

                   と す る 。  

（ 加 え る ）  (1) 公 課 が 完 納 さ れ た と き 。  

（ 加 え る ）  (2) 収 納 対 策 課 長 が 滞 納 処 分 の 執 行 停

止 相 当 と 認 め る と き 。  

（ 加 え る ）  (3) 公 課 所 管 課 に お い て 徴 収 事 務 を 行

う 必 要 が あ る と 収 納 対 策 課 長 が 認 め

る と き 。  

2 収 納 対 策 課 長 は 、徴 収 事 務 が 完 了 し た

と き は 、 徴 収 事 務 完 了 通 知 書 (第 5号 様

式 )に 関 係 書 類 を 添 付 し 、 公 課 所 管 課 長

に 通 知 す る 。  

2 収 納 対 策 課 長 は 、移 管 滞 納 者 が 前 項 第

3号 に 該 当 す る と き は 公 課 所 管 課 長 及 び

当 該 滞 納 者 に そ の 旨 を 通 知 す る も の と

す る 。  

3 公 課 所 管 課 長 は 、収 納 対 策 課 長 に 公 課

の 徴 収 事 務 の 返 還 を 徴 収 事 務 返 還 請 求

書 (第 6号 様 式 )に よ り 、 随 時 請 求 す る こ

と が で き る 。  

（ 削 る ）  

4 収 納 対 策 課 長 は 、前 項 の 請 求 に 基 づ き

公 課 所 管 課 に 徴 収 事 務 を 返 還 す る と き

は 、 徴 収 事 務 返 還 書 (第 7号 様 式 )に 移 管

さ れ た 資 料 を 添 付 し 、 返 還 す る 。  

（ 削 る ）  

5 収 納 対 策 課 は 、前 項 の 規 定 に よ り 公 課 （ 削 る ）  



所 管 課 に 徴 収 事 務 を 返 還 し た と き は 、徴

収 事 務 返 還 通 知 書 (第 8号 様 式 )に よ り 、

そ の 旨 を 移 管 滞 納 者 に 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。  

(連 絡 調 整 ) (連 絡 調 整 ) 

第 12条  （ 略 ）  第 10条  （ 略 ）  

第 1号 様 式 (第 4条 関 係 ) 

（ 略 ）  

（ 削 る ）  

第 2号 様 式 (第 4条 関 係 ) 

（ 略 ）  

（ 削 る ）  

第 3号 様 式 (第 4条 関 係 ) 

（ 略 ）  

（ 削 る ）  

第 4号 様 式 (第 5条 関 係 ) 

（ 略 ）  

（ 削 る ）  

第 5号 様 式 (第 11条 関 係 ) 

（ 略 ）  

（ 削 る ）  

第 6号 様 式 (第 11条 関 係 ) 

（ 略 ）  

（ 削 る ）  

第 7号 様 式 (第 11条 関 係 ) 

（ 略 ）  

（ 削 る ）  

第 8号 様 式 (第 11条 関 係 ) 

（ 略 ）  

（ 削 る ）  

 附  則  

 こ の 訓 令 は 、平 成 28年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 


